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2月号（545号） 

 令和 7年 12月 1日午後 6時頃，警察官 K1らは，パトカーで警ら中に公園のベンチで奇

声を上げる挙動不審な男（＝X）を発見したため，職務質問を開始した。Xが氏名や生年月

日を話したことから，警察官 K2が本部に無線で照会すると，Xには覚醒剤取締法違反の前

科が 2犯あり，出所したばかりであることが判明した。薬物使用の疑いを強めた K1は Xに

所持品の提出を求めたが，Xはこれを拒否し，任意採尿や注射痕の確認，警察署での事情

聴取の求めにも応じなかった。K1らは強制採尿令状の請求準備を開始する一方，なおも説

得を続けたが Xは応じなかった。 

 午後 6時 25分頃，K1は，Xに対し強制採尿令状を請求する旨伝えた。午後 6時 35分

頃，Xは弁護士 Aの事務所に携帯電話で電話を掛けたが，Aは不在であった。Xは令状がな

いなら応じないと述べ，任意採尿を拒否した。午後 8時頃，K1らが路上で Xに強制採尿令

状が間もなく発付されることを告げ，採尿手続の説明をするために警察車両に乗るよう促

すと，Xは素直に応じて乗車した。①K1らが警察車両内で Xに尿提出の意思確認等をしてい

た午後 8時 10分頃，Aから Xの携帯電話に着信があったが，K1は相手方を確認することな

く，「今大事な説明中だから電話に出ないで欲しい」と伝え，Xは電話に出なかった。 

 午後 8時 30分頃，警察車両が警察署に到着し，午後 8時 40分，強制採尿令状が Xに提

示された。それを見た Xが任意に提出した尿から覚醒剤成分が検出されたため，Xは緊急

逮捕された。 

 その後の捜査で Xは黙秘し，覚醒剤を誰から購入したのか判明しなかったが，別の事件

で逮捕された男の取調べで甲暴力団幹部の Yが浮上した。裏取り捜査を進めた結果，Yが

Xに覚醒剤を営利目的で譲渡した嫌疑が濃厚となったほか，Yが携帯電話で Xなどの買受

人と連絡を取り，覚醒剤を売買していることが判明した。 

 そこで，K1らは，12月 7日午前 9時，同被疑事実で，被疑者を Y，捜索場所を Y方住

居，差押対象物を「覚醒剤，覚醒剤使用器具，計量器，金銭出納簿，預金通帳，携帯電

話，アドレス帳，メモ」とする捜索差押許可状の発付を適法に受けた。K1らは甲組が捜査

機関に対し極めて敵対的であること，これまでも捜索現場に他の組員が押しかけてきて中

に入ろうとしたことがあったほか，Y宅住居が甲組事務所から 1km程しか離れていないこ

となどを把握していた。 

 午前 10時，K1らは玄関から妻と思しき女性と出てきた Yに声を掛け，捜索差押許可状を

提示して一緒に Y宅住居に入った。Yは中に入ると，②胸ポケットから携帯電話を取り出し

て電話を掛けようとした。K1がこれを取り上げると，Yはリビングにあった固定電話から

電話を掛けようとした。K1がフックを押しながら「誰に掛けるのか」と尋ねると，Yは

「顧問の B弁護士だ」と答えた。K1は Bが甲組の顧問弁護士であることを知っていたが，

その後の Yによる Bへの電話の求めにも応じなかった。 

問 下線部①・②において K1が Xや Yに携帯電話や固定電話の使用を許さなかった行為の

適法性を論じなさい。なお，①に至る一連の処分や任意同行は適法とする。 
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1月号（544号） 

 警察官 K1らは，Xが令和 7年 11月 29日に名古屋市内で Aに覚醒剤 10gを 20万円で譲渡

したという覚醒剤営利目的譲渡罪に関し，捜索すべき場所を X方居室，差し押さえるべき

物を「覚醒剤，覚醒剤使用器具，計量器，金銭出納簿，預金通帳，携帯電話，アドレス

帳，メモ」と記載された捜索差押許可状の発付を適法に受けた。 

 12月 2日，K1らが Xがその妻 Yと暮らす X方付近で捜索に入るタイミングを窺っている

と，Xが玄関から出てきた。K1が Xに捜索差押許可状を提示すると，Xは Yに向かって「警

察が来た」と大声で知らせた。そこで，警察官 K2が急いで室内に立入り，Yが入っていっ

た奥の部屋に向かうと，Yがその氏名の刺繍の入ったセカンドバッグを左手に持ち，さら

に何かを掴んでズボンの右ポケットに手を突っ込むところであった。 

 そのため，K1と K2は Xの対応と他の室内の捜索を警察官 K3らに任せ，Yにセカンドバッ

グの任意提出を求めた。しかし，Yは焦った様子で「これは私の物だから関係ないでし

ょ」と述べて応じなかった。K1らは再三にわたりそのバッグの提出を求めたが，Yは拒否

し，さらに窓から隣接する川に投げ捨てようとするそぶりを見せたため，①K2が抵抗する Y

の左手を掴み，K1がバッグを取り上げて中を捜索した。その結果，バッグから預金通帳，

アドレス帳が見つかった。この時点で K3らから他の差押対象物を発見した旨の報告はなか

った。 

 続いて，K2は Yに対し「ポケットに何か入れましたよね。出して下さい」と求めたが，Y

は「何も入れていない」と拒否した。K2による説得がしばらく続いたところで，Yがトイ

レに行きたいと言い出した。そこで，K1は K3を別室から呼び寄せ，②K1と K3で抵抗する Y

の両腕を掴み，K2が右ポケットに手を入れて中を捜索した。その結果，ポケットから覚醒

剤のパケ 2袋（1袋あたり約 0.25g）と③「11/28 甲からシロ 50＝100万」と書かれたメモ

を発見したため，K2はこれらを差し押さえた。 

問 下線部①～③の捜索・差押えの適法性を論じなさい。 
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12月号（543号） 

令和 7年 5月 15日に開催されたサッカーの国際大会の終了後，午後 10時頃から翌 16

日未明にかけて，競技場前の広場で両国のサポーター約 150名が暴徒化し，その騒動の中

で Vが死亡する事件が発生した。死因は，脳挫傷・肝臓破裂による出血性ショックであっ

た。 

 同月 21日，警視庁に匿名の電話が入り，Vに暴行を加えた人物として，自動車修理工場

に勤務する Xが浮上した。ただ電話主が誰であるのかはその後の捜査でも判明しなかっ

た。23日午前 9時 30分，警視庁警察本部の警察官 Kらが Xに任意同行を求めて事情聴取

を行った。Xはサッカーの試合を観戦したことは認めたものの，Vを被害者とする傷害致

死の事実を否認し，Xを逮捕するに足りるだけの供述は得られなかった。そこで，Kはパ

スポートの提示により発覚した出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）の事実により

Xを現行犯逮捕した。翌 24日午前中に不法残留の事実について取調べが行われ，25日に

同事実について勾留が認められた（第一次逮捕・勾留）。 

 Kらは，27日までに合計 3時間ほど，傷害致死の事実について Xを取り調べるととも

に，不法残留の事実についての取調べをほぼ終了し，残りの勾留期間をほぼ全面的に Vを

被害者とする傷害致死事件の取調べにあてた。Xは当初は Vに対する傷害の事実を否認し

ていたものの，6月 2日，Vの顔面を殴打し，倒れた Vの頭部や腹部を蹴りつけたことを

自白したことから，Kは自白調書を作成した。 

 Xは，6月 3日に不法残留罪の訴因により起訴された後，傷害致死の事実により同日に

逮捕，翌 4日から勾留され，13日に同勾留は延長された（第二次逮捕・勾留）。その間の

検察官 Pによる取調べでも同事実を自白し，自白調書が作成された。22日，Pは傷害致死

の訴因により Xを追起訴した。 

 公判において，Xは Vを被害者とする傷害致死の事実につき一貫して犯行を否認し，自

白調書の証拠能力が争われた。 

問 6月 3日までの第一次逮捕・勾留およびその間の取調べの適法性について論じなさ

い。 
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11月号（542号） 

 令和 7年 5月 17日午前 2時頃，パトカーで警ら中の警察官 K1は名古屋市錦の裏通り

で，道路脇にうずくまる男性 V1を発見した。V1は「10分ほど前に，勤め先の居酒屋の客で

ある男 3人に絡まれ，顔を殴られた」と訴えた。診断の結果，V1は，顔面打撲など全治 3

週間を要する傷害を負っていた（A事件）。 

 K1は V1から犯人の特徴を聴取し，応援の K3・K4に現場を任せて K2と巡回に出た。午前 4

時頃，K1らは犯人の一人の特徴に合致する Xを路上で発見した。K1が職務質問すると，X

は「俺は関係ない」と繰り返し，タクシーを呼び止めて立ち去ろうとしたため，その場で

Xを緊急逮捕した。 

 K1は翌 18日午前中に Xを送致し，担当検事 Pは即日 Xの勾留を請求した。K1らは，延長

を含め勾留満期まで捜査したが，Xが終始黙秘し，有力な目撃供述なども得られなかった

ことから，6月 6日に嫌疑不十分で Xを釈放した。 

 一方，6月 7日，K1は A事件について Yを通常逮捕し，翌 8日に送致した。Yは同日から

勾留され，勾留中の 16日，Pの取調べで Xともう 1名の者と共に V1に暴行したと認めた。

これを受け，K1は Pと協議の上，A事件の任意の取調べで否認を続ける Xを再逮捕するこ

ととした。①Xは 17日から逮捕・勾留され，25日，Pは A事件について傷害罪で Xと Yの

公判を請求した。Xと Yは起訴後も引き続き勾留された。 

 ところが，6月 26日，報道を見た V2が千種署を訪れて被害を申告したのをきっかけに，

同年 4月 20日深夜に Yらから因縁をつけられ，V2が全治 1か月の鼻骨骨折などの傷害を負

った事実（B事件）が判明した。捜査を進めると，V2に対する傷害行為を Yが常習として

犯したとの嫌疑が濃厚となった。警部 K5が Pに事件処理の方針を相談すると，Pは Yを逮

捕・勾留して捜査を進める方針を決定した。②7月 11日，Yは常習傷害の事実で逮捕され

た後，勾留された。 

問 逮捕・勾留の理由・必要が認められることを前提に，下線部①・②の逮捕・勾留の適

法性を論じなさい（Xと Yの最初の逮捕・勾留は適法とする）。 
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10月号（541号） 

 令和 7年 1月 8日午後 2時頃，警察官 Kは，Aを被害者とする強盗致傷事件の被疑者 Xを

路上で発見した。警察署への任意同行を求めると，Xは素直に応じた。 

 同日午後 2 時 20 分頃から，K は X の取調べを開始した。しばらくして X が犯行を認めた

ことから，Kがさらに詳しく事情を聴こうとすると，Xは「もう帰らせろ」と言って立ち上

がった。そこで，K は同日午後 3 時，X を緊急逮捕した。K は上記被疑事実の要旨等を告知

し，弁解の機会を与えて弁解録取書を作成した。 

 K が午後 3 時 30 分から取調べを再開すると，X は「地図では凶器を捨てた場所がわから

ない」と供述した。そこで，Kら捜査班は，Xに現場を案内させて実況見分を行ったが，結

局凶器を発見できなかった。そこで Kは，午後 7時に署に戻った後も Xの取調べを続けた。

同日午後 9時，Kは裁判官 J1に緊急逮捕状を請求し，令状が発付された。 

 翌 9日午後 3時，Kは検察官 Pに Xを送致し，Pは翌 10日午前 11時に J2に勾留を請求し

た。しかし，①J2は「直ちに裁判官の逮捕状を求める手続」（刑訴 210 条）をとらなかった

として，勾留請求を却下した。 

 Pは準抗告を断念し，Xを釈放することにした。同日午後 1時，Kは Xを留置場から出し，

所持品を還付するなどした。Kが「これからどうするんだ」と尋ねると，Xは「決めてない」

と答えた。Kらが尾行すると，Xは近くのショッピングモールに入って飲み物を購入し，し

ばらくの間ベンチに座っていた。 

 一方，M警部は，その間に J3に同一の被疑事実で Xの通常逮捕状を請求した。②同日午後

2時，令状を得た Kは Xが店外に出てきたところを通常逮捕した。その後，Xは，同日午後

7時に勾留請求され，27日に公判請求されるまで身体拘束された。 

問 1 下線部①の勾留請求却下の適法性を論じなさい（勾留の理由および必要は認められる

ものとする）。 

問 2 下線部②の逮捕の適法性を論じなさい（逮捕の理由および必要は認められるものとす

る）。 
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9月号（540号） 

 Vは，インターネットオークションの初売りセールに出品されていた人気ゲーム機 Sに

入札したが落札できず，次点であった。しかし，その後，出品者を名乗る者から「落札者

がキャンセルしたので，あなたと取引したい」旨のメールが届いた。Vは令和 7年 1月 7

日，指定の銀行口座に代金を振り込んだが，商品は届かず，やがて連絡も取れなくなっ

た。怒りが収まらない Vは，探偵を雇って相手の男 Xを特定し，休暇を取得して自宅付近

を張り込んだ。 

 令和 7年 4月 1日午後 8時頃，Xを発見した Vが「おい，詐欺師」と詰め寄ると，両者

はもみ合いになった。Xが「人違いだ馬鹿野郎」と怒鳴って立ち去ろうとしたため，Vが

腕を掴むと，Xは顔面を手拳で殴打し，鼻血を出して倒れた Vを足蹴にした。目撃者から

の通報を受けて警察官 Kらが駆け付け，Xを傷害で現行犯逮捕した。詐欺を確信した V

は，同日，甲県警察に被害届を提出した。 

 その後，捜査 2課の警察官 K1らが口座情報や通信履歴を調査した結果，Xに詐欺の疑い

が認められた。①令和 7年 8月 6日午後 7時，Xは既に傷害で起訴されて勾留中であった

が，Vを被害者とする詐欺事件（以下「A事実」という）で新たに逮捕され，同月 8日か

ら勾留された。Xは当初の取調べで「忙しくて連絡できず，時間がかかっただけだ」など

と述べ，詐欺の故意を否定したが，その後は黙秘に転じた。 

 K1らは，Xには同種の前科前歴がなく，家宅捜索で Sが新品の状態で見つかってはいる

ものの，発送準備の痕跡がないまま振込金が即日引き出されていたことや，暴行時の言動

等から，Xの弁解には信ぴょう性がないと判断した。とはいえ，Xの他の出品履歴や入金

記録，メールのやり取りなどは確認できず，当初から発送意思がなかったことを裏付ける

ための証拠の収集は難航した。検察官 Pはこのままでは A事実の起訴・不起訴の判断は困

難であると考えていた。 

 そうした中，勾留の満期日を翌日に控えた 8月 16日，SNSで Sの詐欺被害情報を求めて

いた Vの下に，被害者 V1から「令和 6年 12月に同様の手口で被害に遭った」との連絡が

入った。Vから連絡を受けた K1らは，購入画面のスクリーンショット等から，Xによる同

種の余罪（以下「B事実」という）の可能性が高いと判断した。ただ，既に勾留期限が迫

っており，しかも V1の仕事の都合上，事情聴取等が可能なのは最短で令和 7年 8月 18日

午後 6時以降であった。そこで，②Pは，B事実に関する捜査の必要を理由として，Xの勾

留延長を甲地方裁判所の裁判官に請求した。 

問 1 下線部①の A事実を理由とする Xの勾留の適法性を論じなさい。 

問 2 下線部②の Xの勾留延長の適法性を論じなさい 

（A事実について勾留の理由と必要は認められるものとする）。 
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8月号（539号） 

 Aと妻 Bは，2人でステーキハウス Mを営んでいた。令和 7年 6月 20日午後 10時頃，B

が，既に食事を終えていた残る 2人組の男性客（Xと Y）に，「閉店時間ですので，そろそ

ろお会計をお願いします」と声を掛けた。すると，2人はおもむろに立ち上がり，Xが手

にした拳銃を Bに向け，「金を持ってこい」と凄んだ。Bの悲鳴を聞いた Aが厨房から出て

くると，今度は Yが拳銃を向けて立ちはだかり，「殺されたくなかったらありったけの金

を持ってこい」と Bの方を振り返った。その一瞬の隙に，Aは拳銃を奪おうと両手で Yの

右手を掴んだ。拳銃を握る手が互いの頭上まで持ち上がった瞬間，拳銃が暴発し，その勢

いで床に落ちた。Yは右手親指と人差し指の付け根付近から手の甲の左 4分の 1ほど皮膚

が焼け，そこに刺さった弾丸の破片の傷から出血して着衣の右肩辺りに血が付着した。Y

は左手で Aを突き飛ばすと，Xに「俺降ります。すいません」と告げ，Xを残して Mを出

て行った。 

 一方，2階の住居では 10歳の長男 Cが店の異変に気付き，午後 10時 2分に 110番通報

した。Cは甲県警の通信指令係官に「ステーキハウス Mです。今，1階から母の悲鳴が聞

こえました。男たちが金を持ってこいと怒鳴っています。すぐに来てください」と訴え

た。直ちに係官は巡回中のパトカーに通報内容を伝え，現場に急行させた。警察官 K1と K2

が 10時 8分過ぎに駆け付け，その後すぐに K3や K4，K5らも到着した。K1らが店内の様子

を窺うと，Xが Bの頭に銃を向け，レジにいた Aに「早く金を用意しろ」と叫んでいた。

しかし，K1らが店内に立ち入ると，Xは諦めた様子で拳銃を脇に放り投げたため，K1は強

盗未遂の現行犯人として Xを逮捕した。店内には 3名の他に誰もおらず，床にはグリップ

とシリンダーの右側が激しく焼け焦げて破損している回転式拳銃が落ちており，血が付着

していた。その周囲にも血痕が複数あったが，店内に負傷者がいなかったため，K1らは別

に負傷し逃走した者がいると考えた。 

 K3と K4が Aと Bから Yの容姿や服装を聴取すると，細身で身長 170cmくらいの 20代前

半の男で，グレーのパーカーに黒のスウェット姿であることが判明したため，直ちにパト

カーで巡回に出た。K3らは，午後 10時 55分頃，店から東方約 700m先の路上で上記の人着

に該当する男を発見した。男のパーカーは右の肩辺りから胸にかけて水で濡れ，うっすら

と血の痕のようなものが浮かんでいた。右手の親指と人差し指の付け根には生々しい火傷

痕と切り傷があり，血が滲んでいた。K3らが職務質問を試みるも男は何も語らなかった。

無線で連絡を受けた K5が Aと Bを伴って到着し，男と対面させると，2人とも「この男に

間違いない」と述べた。男は顔色を変え「知らんわ」と吐き捨てて走り出したため，午後

11時，K3は強盗未遂の現行犯人としてこの男を逮捕した。その後の身元確認により，この

男が Yであると判明した。 

問 Yの逮捕手続の適法性について論じなさい。なお，K3らによる Yへの職務質問は，適

法に実施されたものとする。 
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7月号（538号） 

 令和 7年 5月 5日，A方で強盗致傷事件が発生した。警察官 Kらが現場に急行すると，

目尻から出血した Aが玄関口にしゃがみ込んでいた。幸い軽傷で意識もはっきりしていた

ことから，Kが Aから話を聞くと，帰宅した際，玄関から出てきたマスク姿に手袋をした

男と鉢合わせになり，手拳で殴られたとのことであった。Aの手には抵抗した際に掴んだ

男の毛髪が残されていた。Kは，それを鑑定に回したが，一致する DNA型はなかった。 

 しばらくして，防犯カメラの映像等から犯人として Xが捜査線に浮上した。そこで，K

は，Xの DNAサンプルを入手しようと考えたが，Xは車で転々とする生活を送っており，

なかなか足取りが掴めなかった。そうした中，Xの元同僚から T川の河川敷のグラウンド

で何度か見かけたことがあるとの情報を得たことから，Kが通い続けると，同年 6月 15日

にようやく少年野球を観ていた Xを発見した。 

 Kが「こんにちは。お子さんの応援ですか」と声を掛けると，Xは「いや，自分も小学

生の頃，所属していたので応援に」と答えた。「それでしたら監督さんをご存じですか。

うちの子どもがチームを探していまして」という問いには，Xは「今の監督は」と首を振

り，「あそこのバッティングセンターに色んなチームの勧誘のビラが貼ってあるから行っ

てみたら」と答えた。Kはお礼を述べ，「それにしても暑いですね。水分を摂らないと熱中

症になりますよ。お返しというわけじゃないですが」と言って，Xに未開栓のスポーツド

リンクを手渡した。飲み干すのを見た Kが「私，そろそろ帰りますので，捨てておきます

よ」と言うと，Xは空になったペットボトルを Kに手渡した。 

 問 Kが Xの DNAサンプルを入手した捜査手法の適否を論じなさい。 
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6月号（537号） 

 令和 7年 4月 20日午後 2時頃，一人暮らしの A（80歳）方に市役所職員を名乗るスー

ツにマスク姿の男 Xが訪ねてきた。Xは「Aさんですね。医療費の過払い金の件でお邪魔

しました」と会釈した。Aが「そんな話初めて聞くが」と答えると，Xは「1か月ほど前に

市役所からこのような緑色の封筒をお送りしていますが，ご確認いただいてないですか。

払い戻し期限が今日の午後 3時までなので立ち寄らせていただきました。手続は簡単で

す。年金口座の銀行の ATMから払い戻しができます」と身振り手振りを交えて説明した。

Aが「今から急ぎの用事が」と言うと，Xは「何時頃までかかりますか。結構大きな金額

ですよ」と尋ねた。Aが「夕方であれば」と答えると，Xは「上司に掛け合ってみます」

と告げて電話を始めた。しばらくして電話を切ると，Xは「役所が閉まる 5時までに手続

をしてもらえれば大丈夫です」と言った。Aが「でも，やり方が」と返すと，Xは「銀行

に着いたらお電話下さい」と言って番号をメモするように促した。 

 Xが帰った後，不安に感じた Aが警察に電話すと，「それは管内で被害が相次いでいる還

付金詐欺だと思います。まだ近くにいるかもしれませんので，予定どおりお出かけして，

出先から直接甲野警察署に来ていただけますか」と言われた。Aは用事を済ませた午後 4

時過ぎから警察官 K1らによる事情聴取を受けた。その後，Aは K1の指示に従って Xに電話

をかけた。Aは，もう一度還付金について尋ね，先ほどと同様の説明を受けた上で，Xか

ら言われるままに ATMを操作するふりをした。(1)Aは K1の指示どおりに一連の Xとの会話

を密かにスマートフォンで録音した。 

 Xの指定した電話番号は使い捨て携帯のものであり，契約者を特定することはできなか

ったが，一連の特殊詐欺事件の捜査の過程で，アジトと目されるアパートの一室が浮上し

たため，Aに対する詐欺未遂を被疑事実とする許可状の発付を適法に得て捜索差押えが実

施された。その際，室内には男がおり，容姿が Aから聴取した犯人の特徴と似ていた。し

かも，机の上にあった差押対象物の住所録には，A方の所在地等が記載されており，ペン

で◎印が付けられていた。そこで，(1)で録音した Xの声との声紋鑑定に使用するため，

(2)警察官 K2は，K1らと捜索に立ち会ったその男との会話を密かにスマートフォンで約 3分

間録音した。 

 下線部(1)・(2)の適否を論じなさい。 
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5月号（536号） 

 覚醒剤取締法違反で通常逮捕された Aは，「Bから何度か覚醒剤を購入した。最近だと，

先週の金曜だ」と供述した。警察官 K1らが，受渡場所とされる商店街の防犯カメラ映像を

確認すると，Aが映っており，反対側から歩いてきた男からすれ違いざまに茶色の封筒の

ような物を受け取る様子が記録されていた。 

 K1らは，この映像の人物と Bとの同一性を確認するため，Bの容ぼう等を撮影すること

とし，自宅付近を監視した。しかし，Bは一向に帰宅せず，行方もわからずじまいであっ

たが，近く誕生日を迎える娘の食事会に毎年参加しているとの情報が寄せられた。 

 誕生日当日の午後 6時 40分，B方の玄関前にタクシーが停車し，自宅から出てきた妻 C

と 2人の娘が乗り込んだ。K1らが追跡すると，タクシーは四方を塀で囲まれた古民家風の

飲食店前に止まった。K1らも，客を装って店内に入ろうとしたが，その日は貸切で立入り

を断られた。⑴外から中の様子を見ることができなかったため，警察官 K2は管理人の許可

を得て向かいの 5階建てマンションの屋上に上がり，店内で 3人と親しげに話す男の容ぼ

う等を高性能の望遠カメラで約 10分間，ビデオ撮影した。 

 K1らは，防犯カメラ映像の人物と酷似している旨の鑑定結果が得られたため，鑑定書等

を疎明資料として，Bが Aに覚醒剤を譲渡したという覚醒剤取締法違反を被疑事実に令状

を請求し，捜索すべき場所を B方，差し押さえるべき物を「覚醒剤，秤，包装材，携帯電

話，メモ，預金通帳，その他本件に関係ありと思料される一切の物件」とする捜索差押許

可状の発付を適法に受けた。B方に到着した際，Bは不在であったが，K1は Cに令状を示す

とともに，⑵玄関内の Cが令状の内容を確認している状況を K2に写真撮影させた。 

 B方は 3LDKで，夫婦の寝室には，テレビと向かい合う形でベッドが配置され，その脇に

4段の引き出しのついた机があった。K1が机の引出しを順に開けていくと，下から 3段目

の引出しの中に，白い粉末が付着した秤や未使用の茶色い封筒の束があり，B名義のマイ

ナンバーカードや使用感のある男物のセカンドバッグが一緒に収納されていた。⑶K2は，

これらが一枚の写真に収まるように撮影した。 

 下線部⑴～⑶の撮影の適否を論じなさい。 
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4月号（535号） 

 警察官らは，令和 6年 5月 16日，参考人から「Xから何度か覚醒剤を買った」旨の供述

を得たことから，Xを照会したところ，覚醒剤事犯の犯歴が多数あることがわかった。こ

のほかにも，①平成 25年から令和 5年 2月までに 4回任意採尿を拒否し，うち 2回の強

制採尿で覚醒剤が検出されたこと，②過去に任意で尿を提出したことはなく，「令状がな

いと応じない」旨の言動を繰り返していたこと，③過去に「味見をしなければ密売人とし

て活動できない」と供述していたことなどが判明した。 

 そこで，K警部は，X方の捜索および強制採尿が必要であると判断し，「被疑者の過去の

採尿状況」として①を，「強制捜査の必要性」として②・③などが記載された捜査報告書

を疎明資料として，X方の捜索差押許可状および Xから強制採尿するための令状を請求し

た。同年 8月 5日に両令状が発付されたが，それまでに K警部らと Xに接触はなかった。 

 同月 6日，X方の捜索差押許可状の執行に際し，K警部らは，頰がこけ，呂律が回らな

いなどの Xの様子から覚醒剤の自己使用の疑いを強め，尿の提出を求めて説得を繰り返し

たが，Xが拒否したため，強制採尿に向けて令状の執行を開始した。その後も K警部らは

自然排尿を促したが，Xは応じなかったことから，病院に連行し，医師がカテーテルを用

いて採尿した。 

 上記強制採尿について，捜査法上問題となる点を指摘して適否を論じなさい。 


